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定
期
接
種
の
対
象
＝
本
市
に
住
民

登
録
が
あ
り
、
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

を
接
種
し
た
こ
と
が
な
い
次
の
人

▼
６５
歳
（
昭
和
２５
年
４
月
２
日
～

同
２６
年
４
月
１
日
生
）

▼
７０
歳
（
昭
和
２０
年
４
月
２
日
～

同
２１
年
４
月
１
日
生
）

▼
７５
歳
（
昭
和
１５
年
４
月
２
日
～

同
１６
年
４
月
１
日
生
）

▼
８０
歳
（
昭
和
１０
年
４
月
２
日
～

同
１１
年
４
月
１
日
生
）

▼
８５
歳
（
昭
和
５
年
４
月
２
日
～

同
６
年
４
月
１
日
生
）

▼
９０
歳
（
大
正
１４
年
４
月
２
日
～

同
１５
年
４
月
１
日
生
）

▼
９５
歳
（
大
正
９
年
４
月
２
日
～

同
１０
年
４
月
１
日
生
）

▼
１
０
０
歳
（
大
正
４
年
４
月
２

日
～
同
５
年
４
月
１
日
生
）

▼
接
種
日
現
在
６０
歳
以
上
６５
歳
未

満
で
、
心
臓
・
腎
臓
・
呼
吸
器
な
ど

に
障
が
い
が
あ
る
（
身
体
障
害
者
手

帳
１
級
相
当
）

接
種
回
数
＝
１
回

自
己
負
担
額
＝
２
千
５
０
０
円

次
に
該
当
す
る
人
は
、
申
請
す
る

と
無
料
で
接
種
で
き
ま
す
。

▼
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の

世
帯
▼
生
活
保
護
の
受
給
者
▼
中
国

残
留
邦
人
等
支
援
給
付
金
の
受
給
者

接
種
方
法
＝
健
康
推
進
課
か
市
内

医
療
機
関
に
あ
る
申
込
書
を
提
出

し
、
交
付
さ
れ
た
予
診
票
を
医
療
機

関
の
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

医
療
機
関
に
よ
っ
て
は
、
接
種
費

用
を
い
っ
た
ん
窓
口
で
全
額
支
払
っ

た
後
、
市
か
ら
還
付
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

申
込
期
限
＝
平
成
２８
年
３
月
２２
日

㈫
接
種
期
限
＝
平
成
２８
年
３
月
３１
日

㈭定
期
接
種
対
象
外
の
人
は

定
期
接
種
の
対
象
外
で
接
種
を
希

望
す
る
人
は
、
次
の
助
成
制
度
を
利

用
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
任
意
接
種
と
な
り
ま
す

の
で
、
重
い
副
反
応
な
ど
が
あ
っ
た

場
合
に
、
予
防
接
種
法
に
基
づ
く
救

済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

定
期
接
種
の
対
象
と
な
る
年
に
接
種

す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

対
象
＝
接
種
日
現
在
、
本
市
に
住

民
登
録
が
あ
る
７０
歳
以
上
の
人

助
成
額
＝
４
千
円
（
１
人
１
回
）

接
種
方
法
＝
健
康
推
進
課
か
市
内

医
療
機
関
に
あ
る
申
請
書
を
提
出

し
、
交
付
さ
れ
た
助
成
券
を
医
療
機

関
の
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

市
外
の
医
療
機
関
で
接
種
す
る
場

合
は
、
医
療
機
関
で
接
種
費
用
を
全

額
支
払
っ
た
後
、
還
付
の
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。

固定資産評価審査委員会委員
3人を再任

市は、2 月 24 日に開かれた市議会
定例会本会議で、和久英雄氏（74）
＝松井ケ丘、河原正治氏（66）＝東、
西口末和氏（56）＝河原を選任する
人事案件の同意を得て、3氏をそれぞ
れ再任しました。
任期は平成 27 年 3 月 25 日から 3
年間です。
問合せ先＝職員課（☎ 64-1324）

市
は
、
市
産
業
の
将
来
の
姿
を
描
く

「
京
田
辺
市
産
業
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
」
を

策
定
す
る
た
め
、
推
進
委
員
会
の
市
民

委
員
を
募
集
し
ま
す
。

学
識
経
験
者
や
各
種
団
体
の
代
表
者

な
ど
で
構
成
す
る
同
委
員
会
で
は
、
市

の
産
業
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
今
後

目
指
す
べ
き
方
向
性
や
重
点
施
策
な
ど

に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
す
。

対
象
＝
市
内
に
在
住
・
通
勤
・
通
学

す
る
１８
歳
以
上
の
人

会
議
の
回
数
＝
平
日
昼
間
に
年
５
回

程
度任

期
＝
２
年
。
報
酬
あ
り

募
集
人
数
＝
若
干
名
。
多
数
の
場
合

は
小
論
文
で
審
査
し
ま
す

応
募
方
法
＝
任
意
の
用
紙
に
、住
所
・

氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
電
話
番
号
・
職

業
・
年
齢
・
性
別
・
小
論
文
（
テ
ー
マ

…
あ
な
た
が
考
え
る
京
田
辺
市
の
農
業

ま
た
は
商
業
・
観
光
の
魅
力
と
課
題
。

８
０
０
字
程
度
ま
で
）
を
書
い
て
郵
送

し
て
く
だ
さ
い

応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

し
め
き
り
＝
４
月
２３
日
㈭
（
当
日
消

印
有
効
）

応
募
・
問
合
せ
先
＝
経
済
環
境
政
策

推
進
室
（
〒
６
１
０
・
０
３
９
３
〈
住

所
不
要
〉、
☎
６４
・
１
３
６
０
）

民生委員・児童委員を委嘱
市は、平成 26 年 12 月 12 日に、主
任児童委員と民生委員・児童委員をそ
れぞれ委嘱しました。
任期は平成 28 年 11 月 30 日までで
す。
主任児童委員＝▼金澤智子さん（松
井ケ丘・大住小学校区、☎ 62-9054）
▼今西静さん（田辺東・草内小学校区、
☎ 63-2939）
民生委員・児童委員＝森島治子さん

（出垣内地区、☎ 63-4939）
問合せ先＝社会福祉課（☎ 64-
1371）

市は、国民健康保険を将来にわたり安定して運営す
るため、法律の改正に伴い、国民健康保険制度の一部
を変更します。
問合せ先＝国保医療課（☎ 64-1332）

◎保険税の軽減対象を拡大
世帯主と被保険者の前年所得の合計額が一定額以下の世
帯に対する税額の軽減対象を、下表のとおり拡大します。

高
齢
者
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
（
２３
価
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
）
は
、

国
が
定
め
る
定
期
接
種
で
す
。

肺
炎
は
日
本
人
の
死
因
の
第
３
位
で
、
亡
く
な
る
人
の
９５
％
以
上

が
６５
歳
以
上
で
す
。
肺
炎
の
病
原
菌
で
最
も
多
い
の
は
、
肺
炎
球
菌

で
す
。
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
、
感
染
や
重
症
化
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

申
込
・
問
合
せ
先
＝
健
康
推
進
課
（
☎
６４
・
１
３
３
５
）

学
生
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難

な
人
は
、
申
請
す
る
と
納
付
が
猶
予
さ
れ

ま
す
。
未
納
や
申
請
遅
れ
が
あ
る
と
、
事

故
な
ど
で
障
が
い
が
残
っ
た
と
き
、
障
害

年
金
を
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

猶
予
期
間
は
老
齢
基
礎
年
金
額
に
は
反

映
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
受
給
資
格
期
間
に
は

算
入
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
１０
年
以
内
に
追

納
す
れ
ば
年
金
受
給
額
を
増
や
せ
ま
す
。

対
象
＝
大
学
（
大
学
院
・
短
期
）・
高

等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
・
専
修
学
校
・

学
校
教
育
法
で
規
定
す
る
修
業
課
程
が
１

年
以
上
の
各
種
学
校
な
ど
に
在
学
す
る
２０

歳
以
上
で
、
前
年
の
所
得
が
基
準
額
以
下

の
人基

準
額
は
、
１
１
８
万
円
＋
扶
養
親
族

等
の
数
×
３８
万
円
で
す
。
な
お
、
基
準
額

を
超
え
る
所
得
が
あ
っ
て
も
、
離
職
者
は

離
職
票
な
ど
を
添
付
す
れ
ば
納
付
猶
予
が

認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
方
法
＝
学
生
証
・
年
金
手
帳
・
印

鑑
を
持
参

申
請
・
問
合
せ
先
＝
▼
京
都
南
年
金
事

務
所
（
☎
０
７
５
・
６
４
３
・
２
５
４
７
）

▼
市
民
年
金
課
（
☎
６４
・
１
３
３
３
）

市が将来にわたり発展し続
けるためには、地域経済を活
性化し、地域の雇用や税収を
確保することが必要です。
京田辺市産業振興ビジョン
は、自立した都市経営ができ
る経済基盤を確立するため、
10 年先を見据え市産業の将
来像を示すものです。

農業・商工業や観光な
ど、各分野における課題
を整理し、ヒアリング調
査などを通じて本市の産
業が目指す方向性を示す
とともに、市民・企業・
教育機関・行政などが果
たす役割や、重点施策を
定めます。

◎保険税の賦課限度額を改定
保険税の賦課限度額を、下表のとおり引き上げます。

人 事 市
は
、
右
表
の
と
お
り
狂
犬
病
集
合

注
射
を
行
い
ま
す
。

犬
の
飼
い
主
は
、
①
生
後
９１
日
以
上

の
犬
を
登
録
す
る
②
年
１
回
の
狂
犬
病

予
防
注
射
を
接
種
さ
せ
、
注
射
済
票
の

交
付
を
受
け
る
③
鑑
札
と
注
射
済
票
を

着
け
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。登

録
は
集
合
注
射
会
場
で
も
で
き
ま

す
。
登
録
と
注
射
を
忘
れ
ず
に
行
い
ま

し
ょ
う
。

【
料
金
】

注
射
＝
３
千
２
０
０
円

登
録
＝
３
千
円

京
都
府
獣
医
師
会
所
属
の
動
物
病
院

で
も
接
種
で
き
ま
す
。
同
会
所
属
の
動

物
病
院
・
集
合
注
射
以
外
で
接
種
し
た

場
合
は
、
接
種
を
証
明
で
き
る
も
の
と

５
５
０
円
を
市
に
提
出
し
、
注
射
済
票

の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

【
犬
の
転
入
・
死
亡
は
届
け
出
を
】

犬
が
転
入
・
死
亡
し
た
と
き
は
届
け

出
が
必
要
で
す
。
他
市
区
町
村
で
登
録

し
て
い
る
犬
は
、
転
入
手
続
き
を
す
れ

ば
鑑
札
を
無
償
で
交
換
し
ま
す
。

【
鑑
札
は
迷
子
札
に
も
】

鑑
札
や
注
射
済
票
は
迷
子
札
に
も
な

り
ま
す
。
紛
失
し
た
場
合
は
再
交
付
し

ま
す
。

再
交
付
手
数
料
＝
▼
鑑
札
…

１
千
６
０
０
円
▼
注
射
済
票
…
３
４
０
円

【
申
請
・
問
合
せ
先
】

環
境
課
（
☎
６４
・
１
３
６
６
）

市内の業者に自宅や店舗のバリアフ
リー改修工事を発注した人に、工事費
用の 2分の 1を助成します。
【対象者】
住宅＝次の①②に該当し、市税の滞
納がない人
①本市に住民登録し、市内に居住し
ている
②申請者・同居者に、介護認定など
を受けている人や、高齢者・障がい者
向け住宅改修の対象者（過去に交付を
受けた人を含む）がいない
店舗＝市内に自らが営む店舗を構え
る中小企業者で、市税の滞納がない
いずれも、過去に同助成金の交付を
受けた人を除きます。
【対象施設】
住宅＝自己の居住用住宅。共同住宅
の場合は、専有部分のみ
店舗＝自己の営業用店舗。小売店・
飲食店・診療所・接骨院・美（理）容
室など市民が日常的に利用する店舗。
事務所・工場・風営法第 2条に規定す

るものを除きます
住宅・店舗を賃借している場合は、
建物所有者の承諾書が必要です。
【対象工事】
移動の円滑化のために行う段差解
消・手すり設置などの、費用が 5万円
以上（税別）の工事で、交付決定後に
着工し平成 28 年 3 月 31 日㈭までに
実績報告書を提出できるもの。ほかの
助成を受けている場合を除きます
【上限額】
住宅＝ 10 万円
店舗＝ 20 万円
【申請方法】
産業振興課か市ホームページにある
申請書に必要書類を添え、持参してく
ださい
【しめきり】
12 月 28 日㈪
予算額に達した場合は、受け付けを
終了します。
【申請・問合せ先】
産業振興課（☎ 64-1319）

地球温暖化防止対策を進めるため、自
らが居住する市内の住宅に新たに次のシ
ステムを設置する個人を対象に、設置費
用の一部を補助します。
【家庭用燃料電池システム（エネファ
ーム）】
対象＝国の補助金制度に申し込み、補
助金の交付決定後１年以内の人
補助額＝一律 10 万円
【住宅用太陽光発電システム】
対象＝エネファームの補助対象者で、
住宅用太陽光発電システムを併せて設置
し、電力の受給開始後１年以内の人
補助額＝一律 3万円
【申請方法】
環境課か市ホームページにある申請書
に必要書類を添えて、持参してください
【しめきり】
平成 28 年 3月 25 日㈮
予算額に達した場合は、受
け付けを終了します。
【申請・問合せ先】
環境課（☎ 64-1366）


